
報告第９号  

 

   成人年齢引き下げ後の成人式の在り方について  

 

 民法の定める成年年齢が１８歳に引き下げられた後の成人式の在り方について、

大野市及び大野市教育委員会の方針を次のとおりとするので報告する。  

 

記  

 

１  方針  

 （ 1）令和４年度以降の成人式については、当該年度中に２０歳に達する人に対

して行う。  

 （ 2）式典の名称は、「２０歳のつどい（仮）」等の別名称に変更する。  

 （ 3）１８歳の成人に対しては、成人としての自覚を促すために、市長のメッセ

ージとともに、社会教育に関するパンフレット等を送付することを検討する。  

 

         令和２年９月２８日提出  

 

                     大野市教育委員会  

                     教育長  久保俊岳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



成人年齢引き下げ後の成人式の在り方に関する方針 

 

 

１ はじめに 

平成３０年６月民法の一部を改正する法律（平成３０年法律第５９号）により、令和４年４月１日から民

法（明治２９年法律第８９号）の定める成年年齢が１８歳に引き下げられることとなった。これにより、１８

歳の若年者は、契約を締結する判断能力を有する主体として位置づけられるとともに、親権に服さないことに

なり、親権者による監護・教育の下から離脱することになる。 

一方で、成人式については、その実施の具体的な法律が定められているわけではなく、その対象年齢を何

歳とするか等については、地方公共団体の判断で決定される。 

 

２ 方針 

成人年齢引き下げ後の成人式の在り方について、次のとおりとする。 

（1）令和４年度以降の成人式については、当該年度中に２０歳に達する人に対して行う。 

（2）式典の名称は、「２０歳のつどい（仮）」等の別名称に変更する。 

（3）１８歳の成人に対しては、成人としての自覚を促すために、市長のメッセージとともに、社会教育に関

するパンフレット等を送付することを検討する。 

 

３ 成人式の対象年齢を２０歳とする主な理由 

（1）１８歳は受験や就職準備等、将来に関わる大切な時期と重なるため、進学や就職を控えている新成人や

保護者に負担がかかる恐れがあること。 

(2) 大野市では、その年の新成人で実行委員会を設置し、市と協働して成人式の企画運営を行っているため、

１８歳より２０歳の人の方が参加しやすいこと。 

（3）飲酒、喫煙等の年齢制限は２０歳のままであるため、法律上の制限がなくなる２０歳時に改めて成人と

しての自覚を促すため。 

（4）２０歳を対象に行い、県外へ進学した人が大野へ帰省するよい機会となるため、大野の魅力を再認識す

る契機となること。 

(5) 世論調査や日本財団が実施した意識調査によると、「成人式を行うのにふさわしい年齢は」の問いに対

して「２０歳」と回答した人が７割弱となっており、２０歳での成人式が社会慣習として根付いている

こと。 

 

４ 今後の対応について 

 (1) 市民への周知として、広報おおの、ホームページへの掲載、記者会見等を行う。 

 (2) 式典の名称については、今後検討する。 

  (3) １８歳の成人に対しては、成人としての自覚を促すための教育を検討する。 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



他市の状況 

 

市町名 在り方の決定時期（予定） 対象年齢の方向性 

1 福井市 令和２年９月頃 ２０歳 

2 敦賀市 未定 ２０歳 

3 小浜市 未定 ２０歳 

4 勝山市 令和２年１２月頃 ２０歳 

5 鯖江市 令和３年度前半 ２０歳 

6 あわら市 令和３年度後半 未定 

7 越前市 令和２年度中 未定 

8 坂井市 未定 未定 

9 永平寺町 令和３年度後半 未定 

10 池田町 令和３年度後半 ２０歳 

11 南越前町 未定 ２０歳 

12 越前町 未定 未定 

13 美浜町 未定 未定 

14 高浜町 令和２年度中 ２０歳 

15 おおい町 令和２年１０月頃 ２０歳 

16 若狭町 未定 未定 

 


